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食品中の 
放射性物質対策 影響を考慮する放射性核種 

 
 
○基準値は、原子力安全・保安院の評価に基づき東京電力福島第一原子力発電所事故に  
 より放出されたと考えられる核種のうち、半減期１年以上の全ての核種を考慮。 
 

 
 
 
 

 
○ただし、放射性セシウム以外の核種は測定に時間が掛かるため、個別の基準値を 
 設けず、放射性セシウムの基準値が守られれば、上記の核種からの線量の合計が 
 １ミリシーベルトを超えないよう計算。 

  

規制対象核種 （物理的）半減期 
セシウム134 2.1年 
セシウム137 30年 

Q.なぜ、基準値は放射性セシウムだけなのですか？ 

※半減期が短く、既に検出が認められない放射性ヨウ素（半減期：８日）や、原発敷地内におい
ても天然の存在レベルと変化のないウランについては、基準値設定しない。 

A.セシウム以外の影響を計算に含めた上で、比率が最も高く、  
  測定が容易なセシウムを指標としている。 

ストロンチウム90 29年 
プルトニウム 14年～ 
ルテニウム106  374日 

※食品の摂取で放射性セシウム以外の核種から受ける線量が最大でどの程度になるかは、土壌の汚染
濃度、土壌から農作物への放射性物質の移行のしやすさのデータ等から、年代別に計算できる。例
えば、19歳以上の場合、放射性セシウム以外の核種からの線量は、全体の約12％。 

厚生労働省ウェブサイト「食品中の放射性物質への対応」より作成 


